
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

年 06 月 13 日

殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号 - -

市

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

（第１面）

産業廃棄物処理計画書

2024

静 岡 県 知 事

静岡県富士市今泉７００番地の１

ジヤトコ株式会社

佐藤　朋由

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

0545 51 0047

事 業 場 の 名 称 ジヤトコ株式会社　富士地区（1～4・A・B・C地区含む）

事 業 場 の 所 在 地 静岡県 富士 吉原宝町1番1号

計 画 期 間 2024/4/1 ～ 2025/3/31

① 事 業 の 種 類 輸送用機械器具製造業

② 事 業 の 規 模 令和5年度　売上高　3261.2億円（全社一括）　

③ 従 業 員 数 約6,500名（第1～4・A・B・C地区含む）

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別紙-1の通り

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ
の処理に関する計画を作成したので、提出します。



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
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（これまでに実施した取組）

【目標】
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（第２面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類 排出量

廃油 5,449.360 

汚泥（泥状のもの） 2,973.700 

廃プラスチック類 319.480 

金属くず 288.470 

廃アルカリ 227.930 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 153.140 

木くず 152.890 

ばいじん（工場の排ガスを処理して得られるばいじん） 15.840 

廃電池類 9.280 

水銀使用製品産業廃棄物 5.170 

廃酸 1.360 

別紙-会社概要

産業廃棄物の種類 排出量

廃油 5,340.370 

汚泥（泥状のもの） 2,914.230 

別表-1の通り

①現状
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（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

廃プラスチック類 313.090 

金属くず 282.700 

廃アルカリ 223.370 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 150.080 

木くず 149.830 

ばいじん（工場の排ガスを処理して得られるばいじん） 15.520 

廃電池類 9.090 

水銀使用製品産業廃棄物 5.070 

廃酸 1.330 

別紙-会社概要

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

別紙-会社概要

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

別紙-会社概要

①現状

②計画

②計画



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
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（これまでに実施した取組）

【目標】 令和6年度
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（第３面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類
自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

産業廃棄物の種類
自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

①現状

②計画
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（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
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（これまでに実施した取組）

【目標】
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0.000 

【前年度（令和　 年度）実績】

 産業廃棄物の種類
自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量

廃油 0.000 4,007.210 

汚泥（泥状のもの） 0.000 372.740 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

別紙-会社概要

 産業廃棄物の種類
自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

廃油 0.000 3,927.070 

汚泥（泥状のもの） 0.000 365.290 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

①現状
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（今後実施する予定の取組）

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

別紙-会社概要

②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
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（これまでに実施した取組）

【目標】
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（第４面）

【前年度（令和　 年度）実績】

産業廃棄物の種類
自ら埋立処分又は海洋投入

処分を行った産業廃棄物の量

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

産業廃棄物の種類
自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行う産業廃棄物の量

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

①現状

②計画
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（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

5

（これまでに実施した取組）

0.000 

【前年度（令和　 年度）実績】

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う
　業者への処理委託量

①
（t）

②
（t）

③
（t）

④
（t）

全処理委託量
（t）

廃油 0.000 0.000 0.000 0.000 1,442.100 

汚泥（泥状のもの） 0.000 0.000 0.000 0.000 2,600.960 

廃プラスチック類 0.000 0.000 0.000 0.000 319.480 

金属くず 0.000 0.000 0.000 0.000 288.470 

廃アルカリ 0.000 0.000 0.000 0.000 227.930 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄく
ず及び陶磁器くず

0.000 0.000 0.000 0.000 153.140 

木くず 0.000 0.000 0.000 0.000 152.890 

ばいじん（工場の排ガ
スを処理して得られる

ばいじん）
0.000 0.000 0.000 0.000 15.840 

廃電池類 0.000 0.000 0.000 0.000 9.280 

水銀使用製品産業廃棄
物

0.000 0.000 0.000 0.000 5.170 

廃酸 0.000 0.000 0.000 0.000 1.360 

別紙-会社概要

産業廃棄物の種類

①現状



【目標】

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

①優良認定処理業者への処理委託量
②再生利用業者への処理委託量
③認定熱回収業者への処理委託量
④認定熱回収業者以外の熱回収を行う
　業者への処理委託量

①
（t）

②
（t）

③
（t）

④
（t）

全処理委託量
（t）

廃油 0.000 0.000 0.000 0.000 1,413.260 

汚泥（泥状のもの） 0.000 0.000 0.000 0.000 2,548.940 

廃プラスチック類 0.000 0.000 0.000 0.000 313.090 

金属くず 0.000 0.000 0.000 0.000 282.700 

廃アルカリ 0.000 0.000 0.000 0.000 223.370 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄく
ず及び陶磁器くず

0.000 0.000 0.000 0.000 150.080 

木くず 0.000 0.000 0.000 0.000 149.830 

ばいじん（工場の排ガ
スを処理して得られる

ばいじん）
0.000 0.000 0.000 0.000 15.520 

廃電池類 0.000 0.000 0.000 0.000 9.090 

水銀使用製品産業廃棄
物

0.000 0.000 0.000 0.000 5.070 

廃酸 0.000 0.000 0.000 0.000 1.330 

別紙-会社概要

※事務処理欄

産業廃棄物の種類

②計画



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



凡例 記号

'廃棄物処理フロー 部品・製品の流れ

（廃棄物　　　　　　　有価物　　　　　　　） 汚水・排水の流れ

廃棄物の流れ

外製部品 外製部品

①生産工程から発生する廃棄物の種類
    耐火ﾚﾝｶﾞ

洗浄液

廃油 ショット粉

鋼材

切断 加熱 プレス 熱処理 ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ ﾘﾝ酸処理 切削 熱処理 ｼｮｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ 研削 洗浄 組立ﾗｲﾝ ﾌｧｲﾅﾙﾃｽﾄ 出荷

番線 金属屑 スケール 廃油 廃油 ｼｮｯﾄ粉 ﾘﾝ酸ｽﾗｯｼﾞ 切削油 研磨類 洗浄ｽﾗｯｼﾞ ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 金属部品類 廃油 廃ﾊﾟﾚｯﾄ

荷札 離型剤 耐火ﾚﾝｶﾞ 廃油 (水溶性油性) 洗浄液 廃ﾊﾟﾚｯﾄ ﾋﾞﾆｰﾙ ｱﾙﾐ部品 ﾋﾞﾆｰﾙ

含油ｽｹｰﾙ 金属切粉 砥石屑 紙屑 紙屑

グリース 研削液 ﾎﾟﾘBOX

金属屑 廃油 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

木屑

地金

溶解 取鍋 鋳造機 仕上げ 切削 洗浄

切粉

乾燥 溶解 廃油 ショット粉 切削油 洗浄ｽﾗｯｼﾞ

廃液 ｱﾙﾐ屑 廃油 洗浄液 水処理場

ｱﾙﾐ切粉

研削 洗浄 廃水処理汚泥

地金 廃油

溶解 鋳造機 仕上げ 切削 洗浄 研磨粕 洗浄ｽﾗｯｼﾞ

(水溶性･油性) 洗浄液

廃油 ショット粉 切削油 洗浄ｽﾗｯｼﾞ 砥石屑

廃液 ﾏｸﾞﾈ屑 廃油 洗浄液 研削液

ﾏｸﾞﾈ屑 ﾏｸﾞﾈ切粉 廃油

ﾏｸﾞﾈﾌﾞﾘｹｯﾄ

②その他工程から発生する廃棄物の種類

1. 事務所 廃ﾌﾟﾗ(ﾋﾞﾆｰﾙ)・電池・ＯＡ紙・紙屑・ダンボール

2. 保全部門 廃油・廃液・紙屑・廃ﾌﾟﾗ

実験部署

3. 食堂 残飯・紙屑･空缶 廃棄物ヤード

集積場 一般塵芥集積場

4. 工場全般 紙屑･木屑･廃ﾌﾟﾗ　　　　　　金属屑(含む非鉄) 故紙回収所

乾燥焼却炉集積場８７６９

外部処理

汚泥

別紙－１

汚水・排水処理経路

廃棄物処理経路

鍛造工程

機械加工工程 組立工程

ｱﾙﾐ鋳造工程

廃油・廃液

中間処理再生利用

ﾏｸﾞﾈ鋳造工程



廃棄物処理に関する管理体制

（処理計画統括責任者）

（処理計画作成部署）

取締役

全社環境事務局

工務部
第一パワー
トレイン工場

第二パワー
トレイン工場

素形材工場 品質保証部 SCM部 八木工場

工務課 保全技術課

富士1地区
工場長

富士2・3地区
工場長

富士4・Ａ地区
副工場長

富士B・C地区
主管

富士宮地区
工場長

蒲原地区
工場長

掛川地区
副工場長

八木地区
工場長

別表ー1



１．会社の概要

     （１）会社名

            ジヤトコ株式会社

     （２）資本金

            299億 3千万円 （本社一括）

     （３）従業員数

            約8,000名 （全社）

２．当該事業場において現に行っている事業の概要

     （１）従業員数

            約6,500名 （富士1～4・A・B・C地区含む）

     （２）製造品出荷額等

            約3,261.2億円 （令和5年度全社一括）

     （３）製造概要

            自動変速機及び自動車部品の製造

     （４）製造等フロ-シ-ト

別紙－１

     （５）環境方針（基本方針）

               ジヤトコは、企業理念の使命『企業活動を通じて、お客さま・ｸﾙﾏ文化・

　　　　　　社会へ価値の提供』の達成に向けて、一人ひとりの社会、自然や地球を思い

            やる『やさしさ』と最新技術を融合させることで、トランスミッション

　　　　　　の開発・製造・販売を通して、ｸﾙﾏと環境が共生できる社会の実現に取組

　　　　　　んで行きます。

     （６）廃棄物処理フロ-図

別紙－１

     （７）連絡先

            担当者 ： 　ジヤトコ株式会社

            工務部  工務課   永山　孝義

            電話番号 ： 0545-57-2324（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

３．計画期間

             令和 　6年 4月 1日   から   令和　7年 3月 31日



　　４．産業廃棄物の処理に関する事項及び管理体制に関する事項

        （１）処理に関する基本的事項

            ①産業廃棄物の適正処理を確保する為、関連法令、その他の規則を厳守

               するとともに行政の環境施策に協力する。

            ②発生した産業廃棄物は自ら処理することを原則とし、処理業者に委託す

               る場合であっても、収集運搬から処分に至るまで確認し的確に管理する。

            ③最終処分量の削減、 再生利用の拡大等について、数値目標及びその

               達成時期を定め実施する。  また、これら処理に関する目標及び計画は、

               定期的に必要な見直しを行う。

            ④廃棄物の処理について次に揚げる事項を実施し、また、関連会社にも

               必要な指導を行う。

               発生抑制  ・工程内リサイクルを推進する。

 ・発生抑制を考慮した製造方法を検討する。

               再生利用  ・資源化、燃料利用を推進する。

 ・再生利用ル－トを確保する。

               中間処理  ・脱水効率の向上等による中間処理を推進する。

 ・廃油濃縮装置及び汚泥乾燥機による減量化の推進

               その他  ・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

　　　　　　⑤親会社を含め、ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業間で取り組んでいる減量化、ﾘｻｲｸﾙ化の活動

　　　　　　　 を共有化し、活動を推進する。

       （２）目標の設定

               当社は、ＩＳＯ１４００１環境活動の中で管理目標値を設定して全社的に廃

               棄物削減に取り組んでいます。

　　　　　　 ①廃棄物発生量削減の推進　＝　前年度実績の２％削減

       （３）管理体制に関する基本的事項

　　　　　　　ISO１４００１環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ活動により管理体制を明確化し、適正処理を

　　　　　　　推進する。

　　　　　　※基準書例

             ①当社の事業活動と商品に関連する環境マネジメント業務に適用する。

             　　    　　（ISO１４００１  環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑﾏﾆｭｱﾙ）

             ②当社の廃棄物に関する管理基準 （ISO１４００１ 廃棄物処理管理基準）

             ③廃棄物の性状分析を定期実施する （ISO１４００１ 環境測定管理基準）

             ④処理業者と委託契約を結ぶ基準 （ISO１４００１ 産業廃棄物委託基準）

             ⑤ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票の管理を徹底する。（ISO１４００１ ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑ実施基準）



５．産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　　（前年度からの継続活動）

　＜具体的取組＞

 　　（１）切削油他更油周期延長による廃油発生量の削減

 　　（２）機械加工のｸ-ﾗﾝﾄ飛散、漏れ対策による廃油発生量の抑制

 　　（３）廃油、廃液工程内回収（再利用）による廃油発生量の抑制

６．産業廃棄物の分別に関する事項

　　（前年度からの継続活動）

　＜具体的取組＞

 　　（１）工程毎に発生した廃棄物を廃棄物処理法に基づき分別保管する。

 　　（２）可燃物分別をさらに細分化することによるﾘｻｲｸﾙ化の推進

 　　（３）不燃物分別をさらに細分化することによるﾘｻｲｸﾙ化の推進

７．産業廃棄物の再生利用に関する事項

　　（前年度からの継続活動）

　＜具体的取組＞

 　　（１）研磨粕固形化によるリサイクル化（鋼材原料）

 　　（２）可燃物分別の細分化によるリサイクル化（紙原料、固形燃料化）

 　　（３）不燃物分別の細分化によるリサイクル化（燃料化）

 　　（４）油水分離による廃液のリサイクル化（残さ＝ｾﾒﾝﾄ材料）

 　　（５）砥石屑のリサイクル化（道路の路面材）

　　　(６）乾燥焼却炉のばいじんのリサイクル化（ｾﾒﾝﾄ材料）

８．産業廃棄物の処理に関する事項

　　現有設備の効率化を図り、いっそうの減量化を図る。

　＜具体的取組＞

 　　（１）汚泥乾燥装置

 　　（２）廃液濃縮装置


